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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成29年3月16日(2017.3.16)

【公開番号】特開2015-162159(P2015-162159A)
【公開日】平成27年9月7日(2015.9.7)
【年通号数】公開・登録公報2015-056
【出願番号】特願2014-37986(P2014-37986)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  10/00     (2012.01)
   Ｇ０６Ｑ  10/10     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｑ   10/00     １４０　
   Ｇ０６Ｑ   10/10     １２０Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月10日(2017.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明に係るＥＤＩシステムは、基幹システムで用いる形
式のデータとＥＤＩ通信を行うために用いる形式のデータとの間で相互にフォーマットを
変換する変換手段を有し、前記変換手段による変換対象のデータが優先的に変換すべき緊
急案件であるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段により前記変換対象のデータが
緊急案件であると判定されたことを１つの条件として、前記変換手段によりフォーマット
の変換を行う順番を決定する決定手段と、を有することを特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基幹システムで用いる形式のデータとＥＤＩ通信を行うために用いる形式のデータとの間
で相互にフォーマットを変換する変換手段を有するＥＤＩシステムであって、
前記変換手段による変換対象のデータが優先的に変換すべき緊急案件であるか否かを判定
する判定手段と、
　前記判定手段により前記変換対象のデータが緊急案件であると判定されたことを１つの
条件として、前記変換手段によりフォーマットの変換を行う順番を決定する決定手段と、
を有することを特徴とするＥＤＩシステム。
【請求項２】
　前記決定手段は、前記判定手段により前記変換対象のデータが緊急案件であると判定さ
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れた場合に、該データを前記変換手段により変換が予定されている他のデータよりも前に
変換されるように、前記変換手段によりフォーマットの変換を行う順番を決定することを
特徴とする請求項１に記載のＥＤＩシステム。
【請求項３】
　前記決定手段は、前記判定手段により前記変換対象のデータが緊急案件であると判定さ
れた場合に、該データを前記変換手段により変換が予定されている他のデータよりも後に
変換されるように、前記変換手段によってフォーマットの変換を行う順番を決定すること
を特徴とする請求項１または２に記載のＥＤＩシステム。
【請求項４】
　前記決定手段は、前記緊急案件と判定されたデータのフォーマットを変換するためにか
かる変換時間と、前記判定手段の判定結果とに応じて、前記変換手段によりフォーマット
の変換を行う順番を決定することを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のＥ
ＤＩシステム。
【請求項５】
　前記決定手段は、前記緊急案件と判定されたデータのフォーマットを変換するためにか
かる変換時間が所定の時間未満である場合に、前記変換手段により変換が予定されている
他のデータよりも先に前記緊急案件のデータのフォーマットの変換が行われるように、フ
ォーマットの変換を行う順番を決定することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項
に記載のＥＤＩシステム。
【請求項６】
　前記決定手段は、前記緊急案件と判定されたデータのフォーマットを変換するためにか
かる変換時間が所定の時間以上である場合に、前記変換手段により変換が予定されている
他のデータの優先度に応じて、前記緊急案件と判定されたデータのフォーマットの変換が
行われる順番を決定することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のＥＤＩ
システム。
【請求項７】
　前記基幹システム用いる形式のデータと前記ＥＤＩ通信を行うために用いる形式のデー
タを受信する受信手段と、
過去に前記変換手段によりフォーマット変換にかかった実績時間を記憶している記憶手段
と、
　現在の時刻を取得する時刻取得手段と、
　前記受信手段で受信したデータの種別と前記時刻取得手段で取得した現在時刻とを用い
て前記記憶手段に記憶される実績時間をもとに、前記受信手段で受信したデータをフォー
マット変換する際にかかる予測時間を算出する算出手段と、をさらに有し、
　前記調整手段は、前記算出手段で算出された予測時間を前記変換時間として用いること
を特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載のＥＤＩシステム。
【請求項８】
　前記記憶手段は、前記実績時間を、過去に変換したデータのサイズ、データの種別、変
換を行った実績時刻に対応付けて記憶しており、
　前記算出手段は、前記受信手段で受信したデータに対応する予測時間を算出するために
用いる実績時間を、前記受信手段で受信したデータの種別と前記現在時刻とを用いて前記
記憶手段の中から特定し、当該特定された実績時間を、当該実績時間に対応するデータの
サイズ及び前記受信手段で受信したデータのサイズを用いて算出することで、前記予測時
間を算出することを特徴とする請求項７に記載のＥＤＩシステム。
【請求項９】
基幹システムで用いられる形式のデータとＥＤＩ通信を行うために用いる形式のデータと
の間で相互にフォーマットを変換する変換手段を有する情報処理装置であって、
　前記変換手段による変換対象のデータが優先的に変換すべき緊急案件であるか否かを判
定する判定手段と、
　前記判定手段により前記変換対象のデータが緊急案件であると判定されたことを１つの
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条件として、前記変換手段によりフォーマット変換を行う順番を決定する決定手段、を有
することを特徴とする情報処理装置。
【請求項１０】
基幹システムで用いられる形式のデータとＥＤＩ通信を行うために用いる形式のデータと
の間で相互にフォーマットを変換する変換工程を有するＥＤＩシステムの制御方法であっ
て、
　前記変換工程による変換対象のデータが優先的に変換すべき緊急案件であるか否かを判
定する判定工程と、
　前記判定工程により前記変換対象のデータが緊急案件であると判定されたことを１つの
条件として、前記変換手段によりフォーマット変換を行う順番を決定する決定工程と、を
有することを特徴とするＥＤＩシステムの制御方法。
【請求項１１】
　コンピュータを、請求項１から８のいずれか１項に記載されたＥＤＩシステムの各手段
として機能させるためのプログラム。
【請求項１２】
　コンピュータを、請求項９に記載された情報処理装置の各手段として機能させるための
プログラム。
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